令和７年度旅行サービス手配業者旅行業法遵守状況自己点検実施要領

島根県観光振興課
　旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第７０条第１項に基づく旅行サービス手配業者の旅行業法遵守状況及び旅行サービス手配業安全確保状況に関する自己点検は、次の要領で実施すること。

１　目的

　　旅行サービス手配業者に対し旅行業法の遵守状況及び旅行サービス手配業安全確保状況に係る事項に関して自己点検を行い、業務の適正な運営を図る。

２　対象
　　旅行サービス手配業者において、営業所ごとに実施するものとする。
※営業所が複数ある旅行業者においては、別紙の自己点検表をコピーの上、各営業所に配布し、回答とりまとめの上、提出すること。

３　自己点検の点検事項

　　次に掲げる事項について、点検を実施する。
○令和７年度　旅行業法遵守状況自己点検表（別紙１）
　　１．旅行サービス手配業務取扱管理者の選任等について
　　２．旅行サービス手配業務に関わる契約を締結する場合について

　　３．緊急時の対応等について
　　４．旅行業法に基づく島根県への届出について
　　５．貸切バスを利用した旅行の安全確保について
　　６．禁止事項への関与等について
（注１）上記４（旅行業法に基づく島根県への届出）の事項については、旅行サービス手配業者の主たる営業所（本社営業所）において点検を行う場合のみに該当するものであり、旅行サービス手配業者のその他の営業所の点検事項としては該当しない。
４　自己点検の方法及び点検結果

旅行業務取扱管理者は、別紙１により自己点検を実施し、点検の結果、不良であった事項、遵守されていない事項がある場合には、直ちに改善措置を講じるとともに、『概要』及び『改善結果』を別紙（様式は適宜）に記載し、点検表とともに２年間保管すること。旅行サービス手配業の主たる営業所（本社営業所）においては全営業所の点検結果を、その他の営業所においては当該営業所の点検結果を２年間保管するものとする。

